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株式会社インターネットイニシアティブ

質問１

回答１ 以下の表をご参照ください。

NASDAQ上場廃止前 NASDAQ上場廃止後

ADRの売買 米国NASDAQ市場にて売買 米国店頭市場にて売買
（お取り扱いにつきましては、お取引の証券会社
にお問い合わせください。）

ADRから日本株への転換

配当金

議決権行使

質問２

回答２

質問３

回答３

質問４

回答４

質問５

回答５

以上

ADRのNASDAQ上場廃止に関するQ&A

取引所を介さず、投資家を代理する証券会社等のブローカー同士の間で相対取引（価格・数量・決済手法を決定）を
行う市場を指します。OTC（Over the Counter）市場とも呼ばれます。

米国店頭市場におけるIIJのティッカーシンボル（銘柄コード）は、現在の「IIJI」から変更となるのでしょうか。

米国店頭市場におけるティッカーシンボルは、末尾が「Y」で終わる5文字に変更される予定です。
新しいティッカーシンボルは、米国店頭市場での取引開始日の2～3日前に確定される予定です。
新しいティッカーシンボルが確認でき次第、当社のIRウェブ「株式の概要・株主構成」のページにてご案内いたしま
す。「株式概要ページ」のURL：https://www.iij.ad.jp/ir/stock-info/outline/

当社の預託銀行であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロンが運営するWebサイトでInternet Initiative Japan
Inc.　あるいは、ティッカーシンボル（銘柄コード）をご入力いただくと、会社情報掲載ページより、価格や取引量
等をご確認いただけます。また、ブルームバーグ（https://www.bloomberg.co.jp/）、Yahoo!ファイナンス
（https://finance.yahoo.co.jp/）等のマーケット情報サイトからもご確認いただけます。

バンク・オブ・ニューヨークメロン運営サイト（英語のみ）：https://www.adrbnymellon.com/

NASDAQ上場廃止前後で、IIJ ADRの取り扱いに関して何が変わるのでしょうか。

米国店頭市場におけるIIJ ADRの価格はどのように確認できるのでしょうか。

NASDAQ上場廃止前と変わらずに、預託銀行を通じて国内株式とADRの転換比率の単位数量で、ADRを日本
株に転換が可能です。

NASDAQ上場廃止前と変わらずに、配当金は預託銀行（バンク・オブ・ニューヨーク・メロン）が手続き
を行います。

NASDAQ上場廃止前と変わらずに、株主総会の議決権行使書類（proxy materials）の送付は、預託銀行
（バンク・オブ・ニューヨーク・メロン）が手続きを行います。

NASDAQ上場廃止後は、IIJ ADRは売買できなくなるのでしょうか。

NASDAQ上場廃止後は、IIJ ADRは米国店頭市場で売買されます。米国店頭市場でのお取り扱いにつきましては、お取
引の証券会社にお問い合わせください。

米国店頭市場とはどのような市場なのでしょうか。
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